
 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３６号  

                        制  定  平成１６年 ４月 １日 

                                                一部改正 平成１７年 ２月２３日 

                                                一部改正 平成１８年 ２月２８日 

                        一部改正 平成１９年 ３月３０日 

                        一部改正 平成２０年 ２月２６日 

一部改正 平成２２年  ３月３１日  

 一部改正 平成２７年 ３月２７日 

 一部改正 平成２９年 ３月３１日 

 一部改正 令和 ２年 １月１４日  

 一部改正 令和 ２年１０月２０日  

一部改正 令和 ４年 ３月１１日 

一部改正 令和 ４年  ８月１０日 

一部改正 令和 ５年  ３月２８日 

 

 

 

 

 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則（以下「会計規則」と

いう。）第１条の規定に基づき，会計規則を実施するために必要な事項の取扱規則を定

め，独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）の財務及び会計に関

する事務の適正な処理を図ることを目的とする。  

 

 

 会計規則第３条第２項に規定する「その原因となる事実の発生した日を決定する

ことが困難な場合」は，それぞれ次の日を基準にする。  

 一 電信電話料，電気料，ガス料及び水道料は，請求書を受領した日  

 二 収入のうち納期の一定している収入は，その納期の末日  

 三 請求書を発行するものは，請求書を発行した日  

 四 前各号に該当しないもので，３月末日をもつて債権，債務の確定が困難なものは，

支払いをした日又は収納した日  

 

 

 会計機関の事務を担当する者が交替するときは，前任者は速やかに，後任者に事

務の引継ぎを行わなければならない。  

２ 前項の事務の引継ぎを行う場合には，前任者は，異動の前日をもつて帳簿を締切り，

引継ぐべき帳簿及び関係書類の名称，数量，引継日その他必要な事項を記載した引継書

を作成し，後任者とともに署名し，当該引継書を帳簿等に添えて後任者に引継ぐものと



する。 

ただし，前任者が事故により事務の引継ぎができないときは，後任者のみで事務の引

継ぎを行うものとする。 

３ 出納命令役及び資金前渡役（以下「出納命令役等」という。）は，前項の規定による

ほか，帳簿の締切りをした日における現金残高調書，預金残高調書及び有価証券残高調

書並びに取引金融機関等（郵便局を含む。以下同じ。）の預金残高証明書及び銀行又は

証券会社の有価証券残高証明書（海外の銀行を利用する場合は相当する書類）を引継書

に添付し，現金出納簿，預金出納簿及び有価証券台帳と照合及び確認して，それぞれの

末尾余白に引継年月日を記入し，署名しなければならない。 

 

 

 会計規則第７条の規定による勘定科目は，別表第１のとおりとする。  

 

 

 損益勘定は，経常損益及び臨時損益とする。  

２ 前項に規定する経常損益は，各業務費，一般管理費，収益ごとに区分し，区分ごとに

当該損益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし，各区分に

おいて，一括して表示することが適当であると認められるものについては，当該費用，

収益をそれぞれ一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。  

 

 

 会計規則第８条第６項による会計機関及び代理，及び同規則第１０条第４項によ

る出納員並びに同規則第１１条による補助者の職位及び事務の範囲は，別表第２のとお

りとする。 

２  会計機関は，前項で指定された事務の一部について，事務の範囲を指定し、その職位にあ

る者に当該事務を委任させることができる。  

３  前項の事務の範囲については、別に定める。  

４  会計機関は，第１項で指定された収納事務の一部について，機構以外の者に委託すること

ができるものとする。  
 

 

 

 

 

 会計規則第１５条の規定により伝票を作成する場合は，関係書類に基づき，作成

年月日，勘定科目，取引先，金額，取引内容その他必要な事項をそれぞれ明記し，当該

取引に関する証拠書類を添付するものとする。  

２ 前項の証拠書類は，契約書，請求書，決議書その他取引の事実を証明する書類とする。 

 

 



  会計規則第１６条の規定による帳簿及び伝票並びに第１３条の規定による補助

簿等は，次の各号に掲げるとおりとする。なお，その様式については，電子媒体による

ものを含み，別に定めるものとする。  

 一 総勘定元帳               

 二 合計残高試算表            

 三 支出契約決議書            

 四 振替伝票               

 五 補助簿   

  ア 現金出納簿             

  イ 預金出納簿             

ウ 資産台帳 

エ 有価証券台帳              

２ 前項に掲げるもののほか，会計経理に必要な帳簿については，その都度作成する。  

 

 

 会計規則第１６条の規定による帳簿及び伝票並びに経理関係書類の保存期間は，

次のとおりとする。 

 一 財務諸表                         永久保存 

 二 総勘定元帳                        １０年保存  

 三 補助簿及び伝票，契約関係書類               １０年保存  

 四 その他の経理関係書類                  １０年保存  

 

 

 

 

 

 理事長は，会計規則第１７条第１項の規定に基づく予算実施計画を作成したと

きは，収支計画及び資金計画を併せて作成するものとする。  

 

 

 出納命令役は，会計規則第１８条による予算実施計画に基づく予算額の通知を

受けたときは，帳簿に登記するものとする。  

 

 

 契約担当役は，予算実施計画に掲げる経費の金額を流用する必要があるとき

は，流用の理由，金額及び積算の基礎を明らかにした予算流用承認申請書を作成し，理

事長の承認を受けなければならない。  

２ 理事長は，前項の予算の流用を承認したときは，契約担当役及び出納命令役に通知す  

るものとする。 

 



 

 契約担当役は，予算実施計画に掲げる金額のうち，当該事業年度に支出の決定

を終わらなかったものを翌事業年度内に繰越して使用する必要があるときは，当該事業

年度末までに，予算繰越申請書を理事長に提出しなければならない。 

２ 理事長は，前項の予算の繰越を承認したときは，予算繰越承認書により契約担当役及  

び出納命令役に通知するものとする。  

 

 

 実施済の予算科目，勘定科目に誤りがある場合には，振替伝票により訂正を行

い，新たに正しい科目をもって伝票に決裁を受けるものとする。  

 

 

 

 

 

 会計規則第２８条第２項の規定により，次の各号に掲げる経費について，前払

いをすることができる。 

一  １件の請負代価が，３００万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査にお   

いて，当該設計又は調査の材料費，労務費，外注費，機械購入費（当該設計又は調査

において償却される割合に相当する額に限る。），動力費，支払運賃，修繕費，仮設

費，労働者災害補償保険料及び補償料に相当する額として必要な経費。  

二 １件の請負代価が，２００万円以上の測量において，当該測量の材料費，労務費，  

外注費，機械器具の賃借料，機械購入費（当該測量において餅和される割合に相当す

る額に限る。），動力費，交通費，支払運賃，修繕費及び補償料に相当する額として

必要な経費。  

三 前各号に掲げる経費のほか，業務運営上必要があると認められた経費  

 

 

 会計規則第２９条第２項の規定により，次の各号に掲げる経費について，仮払

いをすることができる。 

一 会計規則第２９条第１項第２号に準ずる機関に対して支払う経費  

二 交通通信の不便な地方で支払う経費  

三 その他経費の性質上，契約の締結から現金の支払いに至るまでの一切の行為を一定   

の場所において，速やかにしなければならない場合の経費  

四 前各号に掲げる経費のほか，業務運営上必要があると認められた経費 

 

 

 

 

 



 出納命令役は，会計規則第４３条の規定による合計残高試算表を提出する場合

は，予算執行状況集計表を添付しなければならない。  

２ 出納命令役は，月次決算にあたり，次の各号の事項を実行しなければならない。  

一 預金残高，借入金残高について，通帳等の残高と預金出納帳等の残高との照合を行

う。 

二 固定資産について，資産管理システムと財務会計システムのデータの照合を行い，

取得，売却，廃棄及び異動等の処理が適切になされていることの検証を行う。  

三 運営費交付債務及び授業料債務については，収益化の基準により処理を行う。  

四 債権・債務及び仮勘定の内容について検証を行う。  

 

 

 出納命令役は，毎事業年度末における資産，負債及び資本並びに収益及び費用

について，次の各号に掲げるところにより年度末決算を行わなければならない。  

 一 預金残高及び借入金残高について，金融機関等から残高証明書を取り寄せ，残高を

確かめ，預金出納帳等と照合する。差異があるときは，銀行等勘定調整表を作成し，必

要に応じて修正する。 

 二 棚卸資産について，実地にその在高を検証する。  

 三 償却を要すべき固定資産については，定額法を採用するものとし，毎事業年度にお

いて減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表を

考慮のうえ減価償却を行うものとする。  

 四 経過勘定項目について，必要に応じた計算を行い，振替伝票により決裁を受けるも

のとする 

 五 運営費交付金債務及び授業料債務については，収益化の基準により処理を行う。  

 六 その他決算整理に関する修正処理について，振替伝票により決裁を受けるものとす

る。 

 

 

 会計規則第４４条第３項に規定する書類（第六号による附属明細書を除く）は，

次の各号に掲げるとおりとする。なお，その様式については，電子媒体によるものを

含み，別に定めるものとする。  

 一 貸借対照表                 

 二 損益計算書                 

 三 キャッシュ・フロー計算書         

 四 利益の処分又は損失の処理に関する書類    

 五 行政サービス実施コスト計算書        

２ 会計規則第４４条第２項第六号による附属明細書は，それぞれ担当する会計機関で作

成する。 

 

 

 機構本部の出納命令役は，年度末決算の結果を取りまとめ，財務諸表及び決算  



報告書を作成し，会計規則第４４条に規定する年度末決算に必要な決算書類を作成し，

翌事業年度５月末日までに理事長に提出しなければならない。  

 

 

 

 

 

 債権又は債務の金額の端数計算は，原則として国等の債権債務等の金額の端数

計算に関する法律（昭和２５年法律第６１号）に規定する計算方法により処理するもの

とする。 

２ 物品及び不動産の価格算定上に生じた１円未満の端数は，１計算ごとに四捨五入して

計算するものとする。  

３ 減価償却の計算上生じた１円未満の端数は，１計算ごとに四捨五入して計算するもの 

とする。 

 

 

（平成１６年４月１日 制定） 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。  

 

（平成１７年２月２３日  一部改正） 

 この規則は，平成１７年２月２３日から施行する。  

 

（平成１８年２月２８日  一部改正） 

 この規則は，平成１８年４月１日から施行する。  

 

（平成１９年３月３０日  一部改正）  

 この規則は，平成１９年４月１日から施行する。  

 

    （平成２０年２月２６日 一部改正）  

 この規則は，平成２０年２月２６日から施行する。  

 

    （平成２２年３月３１日 一部改正）  

 この規則は，平成２１年４月１日から施行する。  

 

    （平成２７年３月２７日 一部改正）  

 この規則は，平成２７年３月２７日から施行し，平成２３年９月３０日から適用する。  

なお，別表第１－１貸借対照表科目の勘定科目のうち「款［負債の部］「固定負債」項  

「資産除去債務」及び「款［負債の部］「固定負債」項「損益外利息費用累計額」は平  

成２３年３月３１日から，別表第１－１貸借対照表科目の勘定科目のうち「款［純資産の  

部「資本剰余金」の項「減資差益」については平成２５年３月２２日から適用する。  



 

    （平成２９年３月３１日 一部改正）  

 この規則は，平成２９年３月３１日から施行し、平成２８年１０月１日から適用する。  
 
    （令和２年１月１４日 一部改正） 

 この規則は，令和２年１月１４日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。  
なお，別表第１－１貸借対照表科目の勘定科目のうち，款「負債の部」「流動資産」項「貸

倒引当金」目「環境対策引当金」については平成３０年４月１日から適用する。  
 

    （令和２年１０月２０日 一部改正）  

 この規則は，令和２年１０月２０日から施行し、令和２年４月１日から適用する。  
なお，別表１－１貸借対照表科目の勘定科目のうち，款「純資産の部」「資本剰余金」項「減  
資差益」及び款「純資産の部」「利益剰余金」項「国庫納付金」については平成２４年４月  
１日から適用し，款「純資産の部」「資本剰余金」項「国庫納付差額」については平成３１  
年４月１日から適用する。  

 
（令和４年３月１１日 一部改正） 

この規則は，令和４年３月１１日から施行し，令和３年４月１日から適用する。  

 

（令和４年８月１０日 一部改正） 

この規則は，令和４年８月１０日から施行する。 

 

（令和５年３月２８日 一部改正） 

この規則は，令和５年３月２８日から施行し、令和４年４月１日から適用する。  

 

  





































別表第２の１  
機構本部に係るもの  

会 計 機 関 等  事務を担当する
職     位  

事 務 の 範 囲  

契 約 担 当 役  事 務 局 長  予算実施計画に基づく収入及び支出の原因となる

行為に関すること。  
予算の差し引きに関すること。  
予算配分に関すること。  
競争入札に関すること。  
契約に関すること。  
上記の事項について，機構全体に関すること。  

契約担当役代理  理 事  契約担当役が事故等により欠けた場合又は長期間
その職務を行うことができない場合の事務を代理

する。  

出 納 命 令 役  事 務 局 長  契約その他収入又は支出の調査決定に関するこ
と。  
債務者に対する納入の請求に関すること。  
現金，預金，貯金及びその他有価証券の管理に関

すること。  
出納役に対する現金，預金，貯金及び有価証券の

出納命令に関すること。  
帳簿その他証拠書類の保存に関すること。  
不良債権の処理に関すること。  
月次決算及び年度末決算に関すること。  
上記の事項について，機構全体に関すること。  

出納命令役代理  理 事  出納命令役が事故等により欠けた場合又は長期間
その職務を行うことができない場合の事務を代理

する。  

出 納 役  財 務 課 長  出納命令役の命令に基づく現金，預金，貯金及び
有価証券の出納に関すること。  
資産の保管に関すること。  
上記の事項について，機構全体に関すること。  

出 納 役 代 理  総 務 課 長  出納役が事故等により欠けた場合又は長期間その
職務を行うことができない場合の事務を代理す

る。  

出 納 員  会 計 担 当 職 員  出納役の職務のうち必要と認める事項  

補 助 者  必要と認められ
る者  

契約担当役及び出納命令役の事務の範囲におい

て，必要と認める範囲について定める。  



別表第２の２  
各高等専門学校に係るもの  

会 計 機 関 等  事務を担当する
職     位  

事 務 の 範 囲  

契 約 担 当 役  事 務 部 長  予算実施計画に基づく収入及び支出の原因となる
行為に関すること。  
予算の差し引きに関すること。  
予算配分に関すること。  
競争入札に関すること。  
契約に関すること。  

契約担当役代理  校 長  契約担当役が事故等により欠けた場合又は長期間
その職務を行うことができない場合の事務を代理

する。  

出 納 命 令 役  事 務 部 長  契約その他収入又は支出の調査決定に関するこ
と。  
債務者に対する納入の請求に関すること。  
現金，預金，貯金及びその他有価証券の管理に関

すること。  
出納役に対する現金，預金，貯金及び有価証券の

出納命令に関すること。  
帳簿その他証拠書類の保存に関すること。  
不良債権の処理に関すること。  
月次決算及び年度末決算に関すること。  

出納命令役代理  校 長  出納命令役が事故等により欠けた場合又は長期間
その職務を行うことができない場合の事務を代理

する。  

出 納 役  会 計 担 当 課 長  出納命令役の命令に基づく現金，預金，貯金及び
有価証券の出納に関すること。  
資産の保管に関すること。  

出 納 役 代 理  他 の 課 長  出納役が事故等により欠けた場合又は長期間その
職務を行うことができない場合の事務を代理す

る。  

出 納 員  担当係長又は係
員  

出納役の職務のうち必要と認める事項  

補 助 者  必要と認められ
る者  

契約担当役及び出納命令役の事務の範囲におい

て，必要と認める範囲について定める。  

 
 


